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令和６年６月改正「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（以下「入

契法」という。）（令和７年 12 月施行）により、建設業者は公共工事の入札に係る申込み

の際に、材料費及び労務費等を記載した工事費内訳書の提出が必要となりました。 

これに伴い、令和８年度案件から、横浜市発注工事(製造を含むが、物品の製造は含まな

い。以下同じ。)の入札時に提出する工事費内訳書の取扱いについては、以下のとおりとし

ますので、御対応をお願いします。 

 

 

 

今回の変更で、次の（１）の項目については、本市設計書には記載がありませんが法改

正により事業者作成の内訳書には記載が必要ですので、必ず御対応をお願いします。 

（１）入札参加事業者作成の内訳書に必ず記載しなければならない内容 

各項目の詳細については、別添【参考資料１】工事費内訳書記載項目説明資料を 

御確認ください。 

①材料費 

②労務費 

③法定福利費 

④建設業退職金共済制度の掛金（建退共掛金） 

⑤安全衛生経費 

⑥その他当該公共工事の施工のために必要な経費 

 

（２）記載方法 

  別添【参考資料２】工事費内訳書記載例のように追加して記載してください。また、

欄外での明示や別紙での提出も可能です。 

別紙により提出する場合には、必ず工事費内訳書と同時に提出してください。別紙

作成の際には、ヨコハマ・入札のとびらから「別紙様式（材料費・労務費・その他必要

経費等記載用）（参考様式）」をダウンロードしてご利用ください。 

入札後の工事費内訳書の差替えや追加提出はできませんので御注意ください。 

 

 

 

（１）対象工事 

  一般競争入札及び指名競争入札により発注する全工事 

  ※最低制限価格制度か低入札価格調査制度にかかわらず対象です。 

  ※随意契約は対象外です。 

 

（２）開始時期 

  令和８年４月１日以降に公告又は指名通知を行う工事案件から対象とします。 

【重要】入契法改正による工事費内訳書への記載内容変更について 

 １  工事費内訳書記載方法  

 ２ 対象工事・開始時期等について  



 

（３）注意事項 

本市工事発注における入札公告・指名通知書においては、「工事費内訳書とは、本市

が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下「中科目別内訳

書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等

の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されてい

るもので、かつ、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたも

のをいう。」と規定していますが、前ページの１（１）の項目はこれにかかわらず事業

者作成の内訳書には記載が必要ですので、記載漏れがないように御注意ください。 

 

 

 

入契法（令和６年６月改正・令和７年 12月 12日施行） 

【改正前】 

（入札金額の内訳の提出） 

第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を 

提出しなければならない。 

【改正後】 

（入札金額の内訳の提出） 

第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳（材料費、労務費及び当該

公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定

めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。）を記載した書類を提出しなけ

ればならない。 

 

建設業法施行規則及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（令和７年 12月 12日施行） 

【新設】 

（適正な施工を確保するために不可欠な経費） 

第十三条の十二 法第二十条第一項の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。 

一 法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。） 

二 安全衛生経費（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成二十八年 

法律第百十一号）第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をい 

う。） 

三 建設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第二条第 

五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。）に係る掛金 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】財政局契約第一課 ℡：０４５－６７１－２２４６ 

 

 ３ 参考：関係条文抜粋  



【参考資料１】  工事費内訳書 記載項目説明資料 

（国土交通省不動産・建設経済局『労務費ダンピングを防止するための公共発注

者向けガイドライン（令和７年 12 月）』より抜粋） 

①材料費及び②労務費

材料費及び労務費については、直接工事費として計上されること、見積作成の

負担を軽減することから、細別ごとに記載を求めるのではなく、直接工事費の内

数として記載することとしている。 

材料費については、主要な材料費は必須項目とし、雑材料や建設機械に使用さ

れる燃料費については、任意項目とした。雑材料の算出は煩雑であり、内訳書を

作成するための負担を軽減する必要があること、積算上、率計上となっており発

注者では把握が困難であるためである。また、建設機械に使用される燃料費につ

いても、算出が煩雑であることが想定されることから任意項目としている。 

なお、当面の間、労務費については、積上げ可能な方式（歩掛、施工パッケージ

型積算方式等）で積算した労務費を計上し、市場単価方式や標準単価方式（その

他の物価本掲載の価格も含む）により積算した労務費は計上しなくてよい。 



③法定福利費

現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料（介護保険料含む）

及び厚生年金保険料（子ども・子育て拠出金含む）の法定の事業主負担額 

④建設業退職金共済制度の掛金（建退共掛金）

建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は、必要金

額の記載を行う。 

・下請け予定事業者が建設業退職金共済制度の加入事業者である場合

・入札参加者が建設業退職金共済制度の加入事業者であり、かつ、当該工事現

場に従事する労働者がいる場合 

建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいない場合は、金額

の欄に「－」と記載を行う。 

・入札参加者及び全ての下請予定業者が建設業退職金共済制度の加入事業者

でない場合 

・入札参加者が建設業退職金共済制度の加入事業者であるものの、当該工事現

場に従事する労働者がいない場合 

現場労働者の法定福利費の事業主負担額と建退共の掛金は、公共土木工事の

積算上、現場管理費に含まれることから、現場管理費の内数として記載すること

としている。 

公共建築工事については、現場労働者の法定福利費の事業主負担額は一般的に

直接工事費に含まれるため、工事原価の内数として記載することとしている。ま

た、建退共の掛金は、現場管理費に含まれることから、現場管理費の内数として

記載することとしている。 



⑤労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費（安全衛生経費）

「安全衛生経費」は、次の表のとおりで、関連する費目は多岐にわたっており、

また、積算上の費目としては、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費にまたが

っている。このため、詳細な内訳作成が困難と考えられることから、工事原価の

内数として記載することとしている。 



※市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場

合 

当面の間、材料費、労務費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経

費について、次の①②の場合は、 以下の通り記載ください。※法定福利費は従

前より明示を求めていることから、以下取扱いの対象外となります。 

① すべてを計上できない場合、「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかる

ように記載してください。 

② 一部のみ計上できない場合、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、

その旨がわかるように記載してください。 



費目　工種　種別　細別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

道路改良

式 1     

　土工

式 1     第0001号内訳書

　擁壁工

式 1     

　雑工

式 1     

直接工事費計

式 1     

　うち材料費

式 1     〇〇〇〇

　うち労務費

式 1     〇〇〇〇

　共通仮設費計

式 1     

共通仮設費（率分）

式 1     

純工事費

式 1     

　現場管理費

式 1     

　　うち法定福利費の事業主負担額

式 1     〇〇〇〇

　　うち建退共制度の掛金

式 1     〇〇〇〇

工事原価

　うち安全衛生経費

式 1     〇〇〇〇

　一般管理費等

式 1     

工事価格

式 1     

消費税及び地方消費税相当額

式 1     

工事費計

式 1     

本　工　事　内　訳　書

【参考資料２】工事費内訳書記載例

■①記載例（土木工事）

注）材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費
の記載については、【参考資料１】工事費内訳書記載項目説明資料を参照すること。



■②記載例（建築工事）

名称 数 量 単位 金 額 摘 要
直接工事費

建築工事
1

式
　うち材料費

1
式 〇〇〇〇

　うち労務費
1

式 〇〇〇〇
計

共通費

　共通仮設費
1

式
　現場管理費

1
式

　　うち建退共制度の掛金
1

式 〇〇〇〇
　　工事原価のうち現場労働者の法定福利費の
　　事業主負担額 1

式 〇〇〇〇
　　工事原価のうち安全衛生経費

1
式 〇〇〇〇

　一般管理費等
1

式
計

工事価格
1

式
消費税等相当額

1
式

消費税率　10　％

工事費 1
式

本　工　事　内　訳　書

注）材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費
の記載については、【参考資料１】工事費内訳書記載項目説明資料を参照すること。



■③記載例（一部の設備工事）

種別・種目 細別 単 位 数 量 金 額 摘 要
円

機器費

●●●設備 式 1

●●●設備 式 1

計

直接工事費

輸送費 式 1

労務費 式 1 〇〇〇〇

複合工費 式 1

直接経費 式 1

仮設費 式 1

材料費 式 1 〇〇〇〇

計

間接工事費

共通仮設費 式 1

現場管理費 式 1

うち法定福利費の事業主負担額 式 1 〇〇〇〇

うち建退共制度の掛金 式 1 〇〇〇〇

うち安全衛生経費 式 1 〇〇〇〇

据付間接費 式 1

計

据付工事原価

工事価格

一般管理費等 式 1

工事価格

消費税及び地方消費税相当額

請負工事費

本　工　事　内　訳　書

※「複合工費」が無い工事もあります

注）材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費
の記載については、【参考資料１】工事費内訳書記載項目説明資料を参照すること。



■工事費内訳書記載に関するＱＡ（令和８年３月18日版）
番号 質問 回答

1
入札時に提出した工事費内訳書に、材料費・
労務費等を記載し忘れてしまったが、入札は
無効になるのか。

内訳書への記載は、入契法第12条に規定されており、必ず
記載をお願いします。なお、当面の間、入札無効とはしま
せん。

2
入札時に提出した工事費内訳書に、材料費・
労務費等を記載し忘れてしまったが、再提出
は可能か。

再提出はできません。

3
再度入札になった場合も、工事費内訳書に材
料費・労務費等の記載は必要か。

再度入札の場合も同様に記載が必要です。

4
システムにより工事費内訳書を作成しており、
材料費や労務費等を記載することができない
場合どうしたらよいか。

別紙での提出も可能です。入札時にご提出いただく工事費
内訳書と一緒に、材料費・労務費等を記載した内訳書をご
提出ください。
※様式に定めはありませんが、「ヨコハマ・入札のとび
ら」のダウンロード画面に、「別紙様式（材料費・労務
費・その他必要経費等記載用）」を参考様式として掲載し
ておりますので、こちらを使用してご提出いただいても構
いません。

5
工事費内訳書に記載する材料費・労務費等は
どのようなものか。

ヨコハマ・入札のとびらのお知らせにある「【重要】入契
法改正による工事費内訳書への記載内容変更について」の
「【参考資料１】工事費内訳書記載項目説明資料」を参考
に算出してください。

6
材料費・労務費等は、工事費内訳書のどこに
記載すればよいか。

ヨコハマ・入札のとびらのお知らせにある「【重要】入契
法改正による工事費内訳書への記載内容変更について」の
「【参考資料２】工事費内訳書記載例」を参考に記載して
ください。

7
材料費・労務費等、全てを計上できない場合
は、どうしたらよいか。

市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等によ
り算出が困難な場合には、下記のとおり記載してくださ
い。
・「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように
記載してください。
・一部のみ計上できない場合は、その旨を記載し、計上可
能な分のみ記載ください。
※金額の未記入（空欄）がないようにしてください。

8
材料費と労務費を分けられない項目がある場
合、どうすればよいのか。

当面の間、労務費については、積上げ可能な方式（歩掛、
施工パッケージ型積算方式等）で積算した労務費を計上
し、材料費と労務費を分けられない市場単価方式や標準単
価方式（その他の物価本掲載の価格も含む）により積算し
た労務費は計上しなくても構いません。

9
入札時内訳書に記載した建設業退職金共済制
度の掛金の金額が、契約後に変更になった場
合にはどうすればよいか。

入契法第12条の規定は入札時に提出する工事費内訳書を対
象としているため、あくまでも入札時点での積算金額を御
記入ください。契約後に変更がある場合でも、本市への御
連絡は不要です。
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